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○ 取扱い 

 原則として、甲状腺機能低下症疑い又は甲状腺機能亢進症疑いの病名に

対し、TSH、FT3、FT4の併算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 初診時の診断に際し下垂体、甲状腺系の評価のため TSH に加え FT3、

FT4を測定することは妥当である。 

 


